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平成２５年４月２５日

平成２３年（行ウ）１７号／１８号

原告 前川盛治ほか２７４名／原告 前川盛治ほか１２０名

被告 沖縄県知事仲井間弘多／被告 沖縄市市長東門美津子

那覇地方裁判所 御中

原告準備書面（３２）

（市議会での沖縄市の答弁からも、本件埋立事業等の需要予測の前提とされた平成

３０年沖縄県入域観光客数の根拠が失われていることについて）

原告ら訴訟代理人弁護士 籠橋 隆明

同 金邑 口 崇

同 喜多 自然

同 栗 山 知

同 齋藤 祐介

同 白川 秀之

同 長谷川鉱治

同 原田 彰好

同 日高洋一郎

同 堀 雅 博

同 間宮 静香

同 御子柴 慎

同 横 江 崇

原告ら訴訟復代理人弁護士 松本 撤意

同 吉浦 勝正

同 宮本 増

１．はじめに

原告は、準備書面（１２）、（１２－２）や（２２）において、沖縄市の観光客
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数予測が合理性がなく、沖縄市が予測した平成30年の850万人、及びそれに基づ

き算出された各種の需要予測が妥当でないことを主張した。

その後、2013年3月26日の沖縄市議会において、桑江直哉議員の入域観光客数

の妥当性についての質疑に対して、島田東部海浜開発局長（建設部参事）は、要

旨「昭和61年から平成23年までの実績をもとにした平成30年の沖縄県入域観光客

数の推計値は約690万人、上記期間の実績値をもとにした場合の推計式はY＝－

０．１４２９X２（X２乗）＋２０．１４４X＋１７８．１２となる」との認識

を示した。

この沖縄市答弁は、極めて重要なものであり、原告のこれまでの主張の正当性

を証明し、逆に沖縄市の需要予測に合理性が無いことを自認したものである。

この準備書面（32）では、改めて沖縄市の平成30年における入域観光客数の予測

を前提とした様々な需要予測には合理性がなく、本件埋立事業に公金を支出する

ことが違法であることを主張する。

２．沖縄市議会における質疑・答弁

平成25年3月26日の沖縄市議会の桑江直哉議員の質疑と島田局長の答弁の正式な

議事録は次回市議会（2013年６月議会）に公表されることになるが、沖縄市議会

は同議会の映像を下記において公開している。以下がこの映像からこの質疑と答

弁を再現した内容である。

（2013年３月２６日、沖縄市議会質疑答弁内容の公開アドレス）

http://www.gikai-tv.jp/dvl-okinawa/movie/W_H25/201302190035001002001.asx

（桑江直哉議員の質疑）

（質問趣意書に）「（５）入域観光客数についてと書いていますが、前回１２月議

会で平成３０年に沖縄を訪れる観光客は８５０万人になるという東部海浜開発事
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業の試算がございます。これを過去３年予想を下回っていたトレンドを作りなお

してほしいということを１２月議会で参事の方にお願いしていたところ、参事か

ら「これは大丈夫です」と言うことで返事を頂いていた分を再度お聞きいたしま

す。昭和61年から平成23年までの沖縄県入域観光客の推計（実績）から平成30年

の観光入域客数トレンドの推計と、数式の値について伺いして終わりたいと思い

ます。」

（島田東部海浜開発局長（建設部参事）の答弁）

（入域観光客数について）「平成22年に策定いたしました土地利用計画市案にお

いて、入域観光客数は平成20年度観光要覧を基礎資料として昭和61年から平成20

年までの沖縄県の入域観光客の推移からトレンドによって推計しておりますが、

平成23年までの実績をもとにしますと平成30年は約690万人なります。（数式の件

もございましたが）推計式につきましては平成23年までの実績値を加味した場合

の推計式は、Y＝－０．１４２９X２（X２乗）＋２０．１４４X＋１７８．１２

になってございます。」

３．沖縄市の推計についての原告の準備書面での批判

原告は、訴状や、原告準備書面12、12－2、24等で沖縄市の入域観光客数の予

測やこれをもとにした様々な需要予測が合理性がないことを主張してきた。例え

ば、準備書面（12）22頁、「３、入域観光客数の需要予測の非合理性について」

において主張した要旨は以下のとおりである。

（１）沖縄市の850万人という数値は希望的観測値あるいは妄想値といっても過言

ではない。

（２）沖縄市の推計式（回帰式）にはXの二乗の項が存在し、これによって将来の

沖縄県入域観光客数を計算した場合、平成40年が1126万人、平成66年が2,000万人

超ととんでもない数値になる。
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（３）沖縄市の推計式による値と実績値は乖離している。例えば平成23年は134万

人の過大予測になっている。

（４）沖縄市の850万人の数値とそれに基づく様々な需要予測値は、希望的観測値

あるいは妄想値にすぎない。

（５）「沖縄県より堅め」という主張は、全く意味をなさない。

４． 原告の上記３．の主張に対する被告沖縄市長の反論

被告沖縄市長の準備書面（６）２頁、第１．（２）では、概略次のように主張し

ている。

（１）沖縄市の平成30年の県入域観光客数の推計値は、数昭和61年から平成20年ま

での県入域観光客数の実績値から算出したものである。

（２）確かに平成21年から23年までの入域観光客数の実績値は、沖縄市が推計した

値に達していない。しかし、（様々な条件から）沖縄県の入域観光客数が再び増加

していくことが予想される。

（３）沖縄市は手堅い計画にすべく、沖縄県が目標値とする1,000万人ではなく、

過去の実績値から求めた平成30年の入域観光客数の推計値850万人を需要予測の

一つの根拠としている。

（４）したがって、沖縄市による推計値は妥当性を有している。

５．被告沖縄市長の準備書面（６）と3月26日の沖縄市議会での答弁の比較

議会答弁は、平成23年までの実績値をもとにした場合には、本件埋立計画の前

提とされた需要予測に関する平成30年の沖縄県入域観光客数推計値を大幅に下方

修正することになることを示したものである。

市議会答弁を整理すると次のようになる。

（１）平成30年の沖縄市予測の県入域観光客数は690万人になる（これまでは850万

人としていたが、－160万人の690万人になる。）
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（２）推計式はY＝－０．１４２９X２（X２乗）＋２０．１４４X＋１７８．１２

になる（これまでは、Y＝０．１９１９X２（X２乗）＋１３．２３８X＋２０

１．７２ であった。）

６．本件埋立事業における需要予測が根底から崩れる

沖縄市はこれまで上記の平成30年の沖縄県入域観光客数が850万人であること

を前提に様々な需要予測をおこなって東部海浜開発計画を策定し、本件埋立計画

における需要予測もこの数値をほぼそのまま踏襲していることから、上記沖縄市

の平成30年の沖縄県入域観光客数推計値の認識の表明は、東部海浜開発計画や本

件埋立事業需要予測の妥当性に対し、沖縄市自身が事実上これを否定する認識を

有していることを示している。

参考までに、沖縄県入域観光客数推計値850万人をもとにした東部海浜開発計

画における沖縄市の平成30年の需要予測（丙Ａ１・参－１３頁～１７頁参照）と

、今回沖縄市が表明した推計値690万人の場合の計算値を( )に示す。

注：以下の数値は、沖縄市の推計に合理性がなく信頼できない数値である

が、上記沖縄市表明の沖縄県入域観光客数推計値との差を見るために、沖縄

市が予測に使った数式で計算してみる。需要の大幅な減少になる。

１．東部海浜開発地区入域観光客数 約41万人（33万人）

２．沖縄市入域観光客数 68万人（55万人）

３．東部海浜新規宿泊需要数 13万人（8．２万人）

４．東部海浜入域観光客の買い物需要 10．９万人（8．8万人）

５．東部海浜入域観光客の飲食需要 26．7万人（21．5万人）

６．東部海浜入域観光客のスポーツ需要 0．5万人（0．4万人）

７．東部海浜入域観光客の展示施設需要 7．6万人（6．1万人）

８．東部海浜入域観光客の交流施設需要 3．7万人（３万人）
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９．東部海浜入域観光客のビーチ需要 10．3万人（8．3万人）

１０．東部海浜入域観光客の野鳥園需要 9．8万人（7．9万人）

１１．東部海浜入域観光客の保養・休養需要 9．5万人（7．7万人）

１２．東部海浜入域観光客のフイットネス需要12．8万人（10．3万人）

１３．東部海浜入域観光客のマリーナ需要 0．2万人（0．17万人）

１４．東部海浜入域観光客の小型船だまり需要 4．9万人（3．9万人）

計 １０９．９万人（８６．２７万人）

上記のうち、３．東部海浜新規宿泊需要数を検証してみる。

沖縄市は、沖縄市予測の県入域観光客850万人を基にした東部海浜開発地区新

規宿泊需要数13万人、平成20年の沖縄市内既存宿泊施設稼働率が７５．８％であ

ることを参酌して、新規宿泊施設規模（ホテル・コテージ・コンドミニアム）を

新規宿泊需要の７割の９万人としていた（丙Ａ１・参－１４頁①参照）。沖縄県入

域観光客数推計値を690万人とした場合の宿泊需要は前記のとおり約８．２万人

となるが、上記同様既存施設の稼働率を参酌するとすれば、宿泊施設規模対応需

要は５．７万人（8．2万の7割）の規模に変更しなければならないはずである。

この点、本件埋立事業の計画は明らかに過大な予測に基づく事業計画である。

７．機能別の需要予測と施設規模の需要予測比較

沖縄市案（４頁）の機能別の需要と施設規模に対する需要（沖縄市案４頁）で

上記６．の数字（3～13までの数値の減少数の合計約24万人）を当てはめて計算

すると機能別の需要415万人は391万人（415－24）となる。この機能別の需要予

測値自体、原告は信用できない数値であると認識しているが、仮にこの数値を前

提としたとしても、これまで沖縄市は施設規模に対応する需要は８割で「堅めの

計画」である旨主張していたが、上記のとおり機能別の需要予測値が減少したこ

とで、この需要は約84％に上昇し「堅めの計画」とは言えなくなっている。
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８．Ｈ３０沖縄県入域観光客数推計値を850万人から690万人と仮定して、沖縄市が

予測した様々な需要予測も減少するとした場合、沖縄市への財政的な影響が変化

することが予想される。すなわり本件東部海浜開発計画や本件埋立事業自体のリ

スク自体、被告らにおいては全く検討がなされていないが、前記沖縄市の答弁に

おいてもみられるとおり、現時点での需要予測は本件埋立事業等における需要予

測と大きく乖離していることが益々明確になってきているのであるが、被告らに

おいてこの点を検討しようとする姿勢は全くない。沖縄市財政に与えるリスクと

しては、例えば、宿泊施設の規模の縮小に伴う売却土地の減少、固定資産税の減

少、従業員数の減少、産業連関表の波及効果等に影響が挙げられる。このような

リスクについて全く検討しようとせず、ひたすら埋立を進める被告らの姿勢は、

公金の管理・支出に関して地方自治法・地方財政法により被告らに課された責任

を放擲するものと言わざるを得ない。

９．推計式について

本件埋立事業等の前提とされている需要予測の出発点となる沖縄県入域観光客

数の推計式（回帰式）は、Y＝０．１９１９X２（X２乗）＋１３．２３８X＋２

０１．７２とされている。

この推計式は、X二乗の項が正の二次方程式であるからそのグラフは下に凸の

形となっており、Xの値が大きくなるとYの値が極端に大きくなることから、そ

の推計式（回帰式）では例えば平成40年における入域観光客数は1126万人と信じ

られない値になると批判してきた。

ところで新たに沖縄市が示した前記推計式では、X二乗の項が負の二次方程式

である。グラフにすれば上に凸の形の二次方程式であるから、平成67年を頂点に

してそれ以降は減少に転じ、さらに経過すると観光客数は負（－）になってしま

うことになる。
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そして、この数年間の沖縄県入域観光客数の実績値は横這いの状態となってい

るが、沖縄市が新たに示した推計式による予測値は右肩上がりとなっており、実

績値との間で乖離が拡大する傾向がうかがえる。

参考までに今回沖縄市が示した新しい推計式で計算した沖縄県入域観光客数予

測値、最近の沖縄県入域観光客数実績値、本件埋立事業の需要予測の前提とされ

ている沖縄県入域観光客数予測値を示しておく。

平成30年以降は10年毎の予測値。なお、平成67年は新式での最大値であるので示す。

推計式（回帰式）で計算した県入域観光客数予測値・最近の実績値（単位は万人）

新たに示された推計式

Y＝－０．１４２９X２（X２乗）＋２０．１４４X＋１７８．１２

従前示されていた推計式

Y＝０．１９１９X２（X２乗）＋１３．２３８X＋２０１．７２

西暦 年号 Ｘ 新たに示された式による県 従前示されていた式

入域観光客数予測値 による県入域観光客

（ ）は県発表の実績値 数予測値

1986年 昭和６１年 1 198.1211 215.1499

1987年 昭和６２年 2 217.8364 228.9636

1988年 昭和６３年 3 237.2659 243.1611

1989年 平成元年 4 256.4096 257.7424

1990年 平成2年 5 275.2675 272.7075

1991年 平成3年 6 293.8396 288.0564

1992年 平成4年 7 312.1259 303.7891

1993年 平成5年 8 330.1264 319.9056

1994年 平成6年 9 347.8411 336.4059

1995年 平成7年 10 365.27 353.29
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1996年 平成8年 11 382.4131 370.5579

1997年 平成9年 12 399.2704 388.2096

1998年 平成10年 13 415.8419 406.2451

1999年 平成11年 14 432.1276 424.6644

2000年 平成12年 15 448.1275 443.4675

2001年 平成13年 16 463.8416 462.6544

2002年 平成14年 17 479.2699（４８３） 482.2251

2003年 平成15年 18 494.4124（５０８） 502.1796

2004年 平成16年 19 509.2691（５１５） 522.5179

2005年 平成17年 20 523.84（５５０） 543.24

2006年 平成18年 21 538.1251（５６４） 564.3459

2007年 平成19年 22 552.1244（５８７） 585.8356

2008年 平成20年 23 565.8379（６０５） 607.7091

2009年 平成21年 24 579.2656（５６５） 629.9664

2010年 平成22年 25 592.4075（５８６） 652.6075

2011年 平成23年 26 605.2636（５４８） 675.6324

2012年 平成24年 27 617.8339（５８４） 699.0411

2013年 平成25年 28 630.1184 722.8336

2014年 平成26年 29 642.1171 747.0099

2015年 平成27年 30 653.83 771.57

2016年 平成28年 31 665.2571 796.5139

2017年 平成29年 32 676.3984 821.8416

2018年 平成30年 33 687.2539 847.5531

2028年 平成40年 43 780.0899 1125.7771

2038年 平成50年 53 844.3459 1442.3811

2048年 平成60年 63 880.0219 1797.3651
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2055年 平成67年 70 887.99 2068.69

2058年 平成70年 73 887.1179 2190.7291

2068年 平成80年 83 865.6339 2622.4731

2078年 平成90年 93 815.5699 3092.5971

2088年 平成100年 103 736.9259 3601.1011

2098年 平成110年 113 629.7019 4147.9851

2106年 平成118年 121 523.3451 4613.1259

10．以上から、本件埋立事業等が平成30年沖縄県入域観光客数850万人を基に様々

な需要予測に基づいていたが、その県入域観光客数予測値自体が根拠を失ってい

ることを沖縄市自体も認めざるを得なくなっており、本件埋立事業等について経

済的合理性がないことは明確であり、本件埋立事業等に公金を支出することは違

法である。

以上


